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市民課休日窓口　証明発行・印鑑登録・マイナンバーカード交付（要予約）　５月 26日㈰８時 30分～ 17時 15分
　市民課戸籍班・市民班　☎０４７５（７０）０３４０問

問　市立大網病院　☎０４７５（７2）1121

市立大網病院　外来担当医師一覧表

※ 皮膚科・眼科は予約制となります。当日予約はお受けできません。
　 受診を希望する方は、事前に予約をお取りください（予約受付は14時から17時まで）。

「☆」印は非常勤医師 （令和6年4月1日～）

1．

2．
3．

4．
5．
6．

受付は、8時から15時30分までです。 
※11時以降の受付は、午後の診療となります。午後の診療は、14時から始まります（皮膚科・眼科は除く）。
皮膚科・眼科の診療は、13時30分から始まります（水曜日の皮膚科は、14時～）。
内科・外科・整形外科は緊急の場合、夜間・休日等の時間外でも受け付けしますが、曜日により担当科が異なり
ますので、必ず問い合わせください。
都合により担当医師が変更となる場合があります。
予約の変更は、14時から17時まで電話で受け付けています。
㈪・㈬の午後の整形外科は、手術のため休診となる場合がありますので、ご注意ください。

内科

外科

整形外科

皮膚科
（予約制）

志村

☆馬場

古谷

板橋

安藤

豊田

宗藤

☆馬場

吉留 安蒜 ☆内藤安蒜

志村

杉田

志村

安蒜

志村
志村

☆小菅

吉留

安蒜

豊田

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ー

ー

ー

安蒜
吉留
古谷
☆中村

☆中村

志村

板橋

☆内藤

杉田

☆小菅 ☆中村 ☆中村

志村
杉田 /
堀内

杉田 /
堀内

杉田 /
☆山﨑

☆大谷

眼科
（予約制）

月曜日
午前 午後

火曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

（2・4週）

宗藤

（8時～）

（1・3・5週）

（2・4週）（8時～）
宗藤 豊田 豊田

（8時～）
豊田 宗藤豊田

☆千葉大
医師
（14時～）

☆千葉大
医師

（13時30分～）

☆千葉大
医師

（13時30分～）

豊田

※予約のみ

健
康
保
険
加
入
者
以
外
の
方
も
受

診
可
能
で
す
。

▼
受
診
方
法

事
前
申
込
不
要
。
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※

大
腸
が
ん
検
診
は
事
前
に
申
し

　
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
＝
５
０
０
円

◇
個
別
健
診

　
市
内
外
の
契
約
医
療
機
関
で
健

康
診
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
契
約
医
療
機
関
に
事
前
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
大
網
病
院
で
受
け
る
場
合
の
み

が
ん
検
診
も
同
時
に
受
け
ら
れ
ま

す
が
、
負
担
金
が
か
か
り
ま
す
。

▼
実
施
期
間
＝
令
和
７
年
３
月
31

日
㈪
ま
で

※

契
約
医
療
機
関
や
詳
細
な
日
程

　
は
受
診
票
に
同
封
す
る
お
知
ら

　
せ
に
記
載
し
ま
す
。

▼
費
用
＝
無
料（
が
ん
検
診
は
有
料
）

　 〈
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て
〉

　市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　〈
後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　に
つ
い
て
〉

　市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　〈
が
ん
検
診
、
検
査
内
容
等

　に
つ
い
て
〉

　健
康
増
進
課
成
人
保
健
・
予
防
班

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）８
３
２
１

前
、午
後
各
１
５
０
人
で
す
。入
場

整
理
券
は
９
時
ご
ろ
か
ら
配
付
し

ま
す
。
状
況
に
応
じ
て
配
付
時
間

を
調
整
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
集
団
健
診
を
受
診
で
き
な
か
っ

た
場
合
や
指
定
の
日
時
で
都
合
が

悪
い
場
合
は
、
個
別
健
診
の
受
診

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
＝
無
料

▼
日
程
＝
別
表
の
と
お
り

〈
同
時
に
が
ん
検
診
等
も
実
施
〉

　
肺
が
ん
・
結
核
検
診
、
大
腸
が

ん
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
程
・
会
場
＝
集
団
健
診
と
同
じ

▼
受
付
時
間
＝
９
時
〜
11
時
、
13

時
〜
14
時

▼
対
象

居
住
地
区
を
問
い
ま
せ
ん
。
国
民

　
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
後
期
高

齢
者
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、５
月
８
日
㈬
か

ら
順
次
受
診
票
等
を
送
付
し
ま
す
。

▼
対
象

①
40
歳
以
上
で
受
診
時
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※

令
和
６
年
度
中
に
40
歳
に
な
る

　
39
歳
の
方
も
受
診
で
き
ま
す
。

②
受
診
時
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方

※

年
度
内
に
人
間
ド
ッ
ク
助
成
金

　
を
使
用
す
る
予
定
の
方
は
、
健

　
診
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
集
団
健
診

　
午
前
中
は
、
受
診
票
に
記
載
さ

れ
て
い
る
指
定
地
区
の
方
の
み
受

診
で
き
ま
す
。
定
員
の
上
限
は
午

特
定
健
康
診
査
・
後
期
高
齢
者
健
康

診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

問

申

問

●別表　日程

5月 29日㈬

5月 30日㈭

5月 31日㈮

6月 4日㈫

6月 5日㈬

6月 6日㈭

6月 18日㈫

6月 19日㈬

6月 20日㈭

6月 21日㈮
6月 25日㈫
6月 26日㈬
6月 27日㈭
6月 28日㈮
6月 29日㈯
7月 8日㈪
7月 9日㈫
7月 10日㈬
7月 11日㈭

大網白里アリーナ
（メインアリーナ）

※室内履き持参

会場日程
対象

午前 午後
上貝塚、上谷新田、柿餅上貝塚入会地
清名幸谷、北横川、富田（九北地区を除く）

北飯塚（わらび台地区）
南飯塚（わらび台地区）

木崎、南横川、星谷
大網（星谷、九北、福田地区）

駒込（星谷地区）、仏島（星谷地区）
富田（九北地区）

南飯塚（わらび台を除く）
北飯塚（わらび台を除く）
柿餅、 柳橋、 経田（星谷地区）

下ケ傍示、二之袋
清水、北今泉、南今泉

四天木、細草、長国、北吉田
九十根、桂山

ながた野、みずほ台、みやこ野、永田
萱野、砂田、小中、神房、池田、南玉
餅木、東駒込、駒込（星谷地区を除く）

経田（星谷地区を除く）

みどりが丘、季美の森南
山口、小西、養安寺、金谷郷、大竹

仏島（星谷地区を除く）
大網（星谷・九北・福田地区を除く）

市内全域（地区指定なし）

農村環境
改善センター
いずみの里

市内全域
（地区指定なし）

保健文化センター
（３階ホール）

病
院
、
ち
ば
県
民
保
健
予
防
財
団
、

千
葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
、

I
M
S 

M
e
‐
L
i
f
e
ク
リ

ニ
ッ
ク
千
葉
、山
之
内
病
院
、ポ
ー

ト
ス
ク
エ
ア
柏
戸
ク
リ
ニ
ッ
ク
、

国
際
医
療
福
祉
大
学
成
田
病
院
、

千
葉
中
央
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
、

君
塚
病
院

※

検
査
内
容
は
医
療
機
関
に
よ
っ

　
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
予
約
を

　
す
る
際
に
医
療
機
関
へ
直
接
ご

　
確
認
く
だ
さ
い
。

※

医
療
機
関
の
判
断
で
人
間
ド
ッ

　
ク
の
受
付
が
中
止
さ
れ
る
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
。

　
・
　
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

人
間
ド
ッ
ク
受
検
費
用
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
と
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機

関
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
と
き

に
、
次
の
と
お
り
助
成
を
受
け
ら

れ
ま
す
。受
検
前
に
申
請
が
必
要

で
す
。

▼
助
成
額

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
＝
検

査
費
用
の
７
割
相
当
額
（
大
網
病

院
４
万
円
、
そ
の
他
医
療
機
関
３

万
円
が
上
限
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
＝

一
律
９
，２
３
０
円

▼
市
と
契
約
し
て
い
る
医
療
機
関

（
19
医
療
機
関
）＝
大
網
病
院
、
浅

井
病
院
、井
上
記
念
病
院
、亀
田
ク

リ
ニ
ッ
ク
（
亀
田
健
康
管
理
セ
ン

タ
ー
）、
亀
田
総
合
病
院
附
属
幕
張

ク
リ
ニ
ッ
ク
、公
立
長
生
病
院
、国

保
旭
中
央
病
院
、
斎
藤
労
災
病
院
、

さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
、
塩
田
病

院
、J
C
H
O（
ジ
ェ
イ
コ
ー
）千
葉

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成

②
口
腔
衛
生
指
導
＝
む
し
歯
、
歯

周
疾
患
の
予
防
法
な
ど

▼
受
診
方
法
＝
対
象
医
療
機
関
に

予
約
後
、
受
診
票
を
持
参
し
て
健

診
を
受
診

※

１
人
１
回
、実
施
期
間
中
に
限
る
。

▼
持
ち
物
＝
保
険
証
、受
診
票

▼
対
象
医
療
機
関
＝
千
葉
県
歯
科

医
師
会
会
員
の
健
診
協
力
医
療
機
関

※

対
象
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、

　
受
診
票
同
封
の
チ
ラ
シ
で
ご
確

　
認
い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

　
・
　
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療

　広
域
連
合
給
付
管
理
課

　
☎
０
４
３（
２
１
６
）５
０
１
３

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、昨
年
度
に
75
歳
と
な
っ

た
被
保
険
者
の
方
を
対
象
と
し
て
、

歯
科
健
診
を
実
施
し
ま
す
。受
診

票
は
５
月
下
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

▼
対
象
＝
昭
和
23
年
４
月
２
日
〜

昭
和
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
千

葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

▼
実
施
期
間
＝
６
月
１
日
㈯
〜
12

月
28
日
㈯

▼
費
用
＝
窓
口
負
担
は
な
し

※

健
診
後
の
治
療
に
要
す
る
費
用

　
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
歯
科
健
診
の
項
目

①
口
腔
診
査
＝
歯
と
歯
肉
の
状
況

（
む
し
歯
、歯
肉
の
炎
症
、か
み
合
わ

せ
な
ど
）、
口
腔
機
能
の
状
況（
舌

の
動
き
、物
を
飲
み
込
む
力
な
ど
）

歯
科
口
腔
健
康
診
査（
歯
科
健
診
）を

受
診
し
ま
し
ょ
う

申

問

「看護の日・看護週間」
山武地区部会行事

▶日時＝５月12日㈰ 10時
～14時
▶会場＝東金サンピア
▶内容＝ＡＥＤ「心肺蘇生
法」実施、進路相談、血圧・
体脂肪・肌年齢・血管年齢・
骨密度・脳年齢・足趾力測
定、乳がんセルフチェック、
栄養士の栄養相談
▶参加費＝無料
※申込不要。

　詳細は千葉県看護協会ホー
ムページをご覧ください。
　 千葉県看護協会
　 ☎０４３（２４５）００２５

▲看護の日・看護週間
について（千葉県看護
協会ホームページ）

問

№685 2024.5.13

５月 31日㈮は軽自動車税の納期限　▶休日窓口（市税納付・納税相談）　5月 26日㈰９時～ 15時
　税務課滞納整理班　☎０４７５（７０）０３２３問

け
、
医
療
機
関
の
適
正
な
受
診
を

心
掛
け
る
な
ど
、
医
療
費
の
削
減

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
緊
急
時
を
除
き
、
休
日
や
夜
間

の
受
診
は
避
け
ま
し
ょ
う
　

・
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

・
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

で
の
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
場
合
、

通
常
の
保
険
証
よ
り
有
効
期
限
の

短
い
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。
滞

納
さ
れ
て
い
る
保
険
税
を
完
納
す

る
と
通
常
の
保
険
証
を
交
付
し
ま

す
。
完
納
ま
で
に
有
効
期
限
が
切

れ
る
と
き
は
、
保
険
証
の
更
新
の
た

め
市
役
所
に
来
庁
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
た
、
短
期
保
険
証
の
交
付

後
も
保
険
税
の
納
付
が
無
い
と
、

医
療
費
の
全
額（
10
割
）を
一
時
的

に
自
己
負
担
す
る
資
格
証
明
書
を

交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
医
療
費
の
削
減
に
ご
協
力
を

　
市
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

数
は
、年
々
減
少
し
て
い
ま
す
が
、

１
人
当
た
り
の
保
険
給
付
費
は
増

加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
医
療
費
が
増
加
す
る
と
、
そ
れ

を
賄
う
保
険
税
が
上
が
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
保
険
税
の
負

担
を
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
加
入

者
一
人
ひ
と
り
が
健
康
に
気
を
付

　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け

が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
保
加

入
者
の
皆
さ
ん
で
国
民
健
康
保
険

税
（
保
険
税
）
を
出
し
合
い
、
医

療
費
を
賄
う
制
度
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
医

療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
、
窓
口

で
自
己
負
担
分
を
除
い
た
残
り
の

医
療
費
は
、
国
民
健
康
保
険
か
ら

支
払
っ
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
は
、
加
入
者
全
員
で
支
え
あ
っ

て
成
り
立
つ
制
度
で
あ
り
、
保
険

税
を
納
付
す
る
こ
と
は
、
国
民
健

康
保
険
を
運
営
す
る
た
め
に
大
変

重
要
な
こ
と
で
す
。
こ
の
国
民
健

康
保
険
の
安
定
し
た
運
営
を
図
っ

て
い
く
た
め
に
も
、
保
険
税
の
納

期
限
内
の
納
付
に
つ
い
て
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
保
険
税
を
滞
納
さ
れ
て
い
る
方

は
短
期
保
険
証
に
な
り
ま
す

　
保
険
証
の
更
新
時
に
前
年
度
ま

国
民
健
康
保
険
の

安
定
的
な
運
営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

は
、
通
帳
を
記
帳
し
来
庁
し
て
く

だ
さ
い
。

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
、

地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
を
利
用
し

て
、
ご
自
身
で
納
付
書
の
バ
ー

コ
ー
ド
や
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取

る
こ
と
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す（
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
）。

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
等
が

納
税
義
務
者
と
な
り
、
年
税
額
を

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
は
、

月
割
り
の
制
度
が
無
い
た
め
、
年

度
途
中
で
廃
車
や
譲
渡
を
し
て
も

還
付
金
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

◇
納
税
通
知
書
の
発
送

　
令
和
６
年
度
の
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
の
納
税
通
知
書
を
５

月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
納
期
限

は
５
月
31
日
㈮
で
す
。

・
口
座
振
替
対
象
者
に
例
年
６
月

に
送
付
し
て
い
た
納
税
証
明
書

（
車
検
用
）
に
つ
い
て
は
、
継
続

検
査
窓
口
で
の
「
納
税
証
明
書
」

の
提
示
が
原
則
不
要
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
昨
年
か
ら
送
付
し
て
い
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
二
輪
の
小
型
自

動
車
に
限
り
、
納
税
証
明
書
（
車

検
用
）
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、

口
座
振
替
後
、
す
ぐ
に
車
検
を
受

け
る
場
合
で
証
明
が
必
要
な
方

令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納
税

通
知
書
の
発
送・減
免
制
度
に
つ
い
て

自
動
車
税（
種
別
割
）は

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
は
e
L
‐

Q
R
（
二
次
元
コ
ー
ド
）
を
読
み
取

る
こ
と
に
よ
り
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
納
税
通
知
書
に
同
封
さ

れ
て
い
る
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
自
動
車
税
事
務
所

　
☎
０
４
３（
２
４
３
）２
７
２
１

　
東
金
県
税
事
務
所

　
☎
０
４
７
５（
５
４
）０
２
２
３

　
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㈮
で
す
。
５
月
１
日

㈬
に
自
動
車
税
事
務
所
か
ら
納
税
通

知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
eL
マ
ー
ク
の
付
い
た
通
知
書
は
、

地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
か
ら
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付

に
よ
る
口
座
振
替
な
ど
を
利
用
で
き

ま
す
。
各
種
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で

の
お
支
払
い
も
利
用
可
能
で
す
。

問

問

問

　成年後見制度とは認知症等によって、判断能力が不十
分な方が社会で不利益を受けることが無いよう保護・支
援をする制度です。
　成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」
の２種類があります。
◇任意後見制度
　自らが元気なうちに、判断能力が低下した時に備え、契
約で支援者や支援内容を自分自身で決めておく制度です。
　契約は公証人が作成する公正証書によって結びます。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後
見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任
されてから、任意後見人の支援が開始されます。
◇法定後見制度
　判断能力が不十分になった方へ、家庭裁判所が支援
者を選定し、本人を保護する制度です。

　本人の判断能力に応じて、次の３種類に分けられます。
①補助（重要な取引行為を一人で行うことが不安な人）
②保佐（普段の買い物はできるが、重要な行為はできない人）
③後見（普段の買い物や重要な行為ができない人）
◇制度の利用方法
　本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申立て」を
行います（住所地が本市の場合は、千葉家庭裁判所八
日市場支部が管轄）。
　申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親
族等（親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹等）に限られます。
　預貯金や不動産等、自分自身の財産を管理することが
難しい、介護や福祉のサービスが必要な状態でも自分で
適切な契約ができない等、日ごろの生活や将来の暮らしに
不安があるときは、成年後見制度の利用を考えてみましょう。
　 地域包括支援センター　 ☎０４７５（７０）０４３９問

問

地域包括支援センターだより

　市国民健康保険では、被保険
者の健康維持および増進のための
保健事業を展開するため、「第２期
データヘルス計画・第４期特定健
診等実施計画」を策定しました。
これらの計画に基づき、生活習慣
病の予防、早期発見および重症化
対策などの取り組みを進めます。
　詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。
　 市民課国保班
　 ☎０４７５(７０)０３３４

市国民健康保険
「第２期保健事業実施計画
（データヘルス計画）・
第４期特定健康診査等
実施計画」を策定

成年後見制度とは

国民年金保険料は納付期限
までに納めましょうね ん き ん ナ ビ

　令和６年４月から令和７年３月
分までの国民年金保険料は、
月額１６,９８０円です。
　保険料は、日本年金機構から
送られる納付書で、金融機関・
郵便局・コンビニで納めること
ができ、スマートフォンの決済ア
プリで電子決済もできます。ま
た、クレジットカードによる納付
や便利でお得な口座振替もあり
ます。
　未納のままにしておくと、強制
徴収の手続きによって督促を行
い、指定された期限までに納付

が無い場合は、延滞金が課され
るだけでなく、納付義務のある
方（被保険者本人、配偶者、世
帯主）の財産が差し押さえられ
ることがありますので、早めの納
付をお願いします。
◇納付には便利な口座振替を
ご利用ください
　口座振替を利用すると、金融
機関等に行く手間や時間が省け
ます。また、早割・前納で納付
すると、保険料の割引があります。
　6か月分・1 年分・2 年分まとめ
て前納するとさらにお得になります。

6か月前納

1年前納

2年前納

クレジットカード・現金で前納 口座振替で前納

101,050円（830円）

200,140円（3,620円）

398,590円（15,290円）

100,720円（1,160円）

199,490円（4,270円）

397,290円（16,590円）

　 千葉年金事務所　☎043（242）6320
　 市民課高齢者医療年金班　☎0475（70）0336
問

※（）内は現金で毎月納める場合と比較した割引額です。

・
お
薬
手
帳
な
ど
を
活
用
し
、
薬
の

も
ら
い
す
ぎ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
上
手

に
利
用
し
ま
し
ょ
う

・
定
期
的
に
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

●加入者一人当たりの保険給付費、被保険者数※の推移 ※:年度平均

14,000

15,000

15,500

14,500

11,000

12,000

13,000

13,500

12,961人 12,771人

12,597人

12,093人

11,500

12,500

250,000

300,000

275,000

325,000

100,000

150,000

200,000

225,000

125,000

175,000

（人） （円）

令和元年度 令和 2年度

【一人当たりの給付費は増加傾向】

【被保険者数は年々減少】

令和3年度 令和 4年度

11,495人

令和 5年度

312,929円

287,210円 281,576円

294,439円
305,302円

一
人
当
た
り
の
保
険
給
付
費（
　
）

被
保
険
者
数（
　  

）

▲eLマーク
（エルマーク）

・
軽
自
動
車
等
を
譲
渡
や
廃
車
し

た
と
き
や
住
所
を
変
更
し
た
と
き

な
ど
、
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
必
ず
申
告
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
減
免
制
度

　
障
が
い
の
あ
る
方
（
身
体
障
害

者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育

手
帳
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
）
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動

車
等
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
、
ま
た
は
障
が
い
の
あ
る
方

の
た
め
に
利
用
す
る
構
造
で
あ
る

軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
を
受
け

ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
減
免
の
要
件
や
提
出
書
類
な
ど

の
詳
細
は
、
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書
に
同
封
し
て
い
る
チ
ラ
シ
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
間
＝
納
税
通
知
書

発
送
後
〜
５
月
31
日
㈮
　

※

申
請
期
限
を
過
ぎ
て
の
受
付
は

　
で
き
ま
せ
ん
。

※

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
１
台

　
の
み
で
、
自
動
車
税
の
減
免
を

　
受
け
て
い
る
方
は
対
象
と
な
り

　
ま
せ
ん
。

※

障
が
い
の
等
級
等
に
よ
っ
て
は

　
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り

　
ま
す
。

※

前
年
度
に
減
免
の
対
象
と
な
っ

　
て
い
る
方
も
毎
年
申
請
す
る
必

　
要
が
あ
り
ま
す（
郵
送
受
付
可
）。

　
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
１


